
  

 

 

 

 

 

障害のある方も利用しやすいお店をつくるための補助制度です 

 

利用できる方 

〇市内で商店や飲食店など、不特定多数の方が利用する店舗等を経営して 

いる事業主の方 

〇市内で活動する自治会やボランティア団体等 

補助の内容 

 

※補助率 

 対象経費の 1/2 

①コミュニケーションツールの作成【最大３万円】 

 点字メニューの作成やコミュニケーションボードなど 

★作成額 24,000 円の場合→12,000 円の補助が受けられます 

②合理的配慮推進物品の購入【最大 10 万円】 

 筆談ボード、簡易スロープ、ローテーブル、難聴対応スピーカーなど 

★購入額 200,000 円の場合→100,000 円の補助が受けられます 

③合理的配慮推進工事の施工【最大 20 万円】 

  障害者対応トイレへの改修、手すり・スロープの設置、点字シートなど 

★工事費 500,000 円の場合→200,000 円の補助が受けられます 

 

◎例示した以外でも、障害者の方が使いやすい設備への変更や物品購入が 

対象となる場合もありますので、障害福祉課までご相談ください。 

手続きの方法 
購入や工事実施の前に、市役所に申請→物品の購入や工事の実施→納品書・

請求書等必要書類の提出→補助金の交付 

相談窓口 ひたちなか市 保健福祉部 障害福祉課 

電話 029(273)1947（直通） 

 

補助金のご案内 

ひたちなか市合理的配慮推進事業補助金 

～スロープの設置や筆談ボード購入などを支援します～ 

 

 



 

〇耳や目の不自由なお客様に 

 

 

 

 

 

 

〇言葉によるコミュニケーションが困難なお客様に 

 

 

 

 

 

 

〇身体に障害をもつお客様に 

 

 

 

 

  

 

補助対象の具体例 たとえばこんなものがあります！ 

コミュニケ―ションボード 

 

点字メニュー 

 
筆談ボード 

 

  

障害者対応トイレ 
簡易スロープ 


